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Information' s
くらしのおしらせみとよ

　

国
民
年
金
保
険
料
は

　
　

全
額　
所
得
控
除
さ
れ
ま
す

　　

平
成
26
年
分
の
所
得
を
申
告
す
る
際
、

同
年
中
に
納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
該
当
す
る
人
に
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
が
送
付
さ
れ
て
い
ま

す
。
証
明
書
が
届
い
て
い
な
か
っ
た
り
、

紛
失
し
て
し
ま
っ
た
と
き
は
、
次
の
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

納
付
の
一
部
免
除
を

　
　
　
　
　
　

受
け
た
と
き
は

　　

本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者
の
前
年
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
す
る
こ
と

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
全
額
、
ま
た
は

一
部
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

一
部
免
除
を
受
け
た
人
は
、
免
除
さ
れ

な
か
っ
た
残
り
の
保
険
料
を
納
期
限
ま
で

に
必
ず
納
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
納

付
を
怠
る
と
保
険
料
の
未
納
期
間
と
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

不
審
な
電
話
や
訪
問
に

　
　
　
　
　
　

注
意
し
ま
し
ょ
う

　　

全
国
各
地
で
、
社
会
保
険
庁
や
年
金
事

務
所
な
ど
の
職
員
と
称
し
て
現
金
を
詐
取

し
た
り
、
銀
行
の
口
座
番
号
を
聞
く
と
い

っ
た
不
審
な
電
話
や
訪
問
が
相
次
い
で
い

ま
す
。
怪
し
い
と
感
じ
た
ら
、
善
通
寺
年

金
事
務
所
か
警
察
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
26
年
分
の
所
得
を
申
告
す
る
際
、

身
体
障
が
い
者
福
祉
法
に
よ
る
障
が
い
者

認
定
を
受
け
て
い
な
い
人
で
も
、
前
年
の

12
月
31
日
時
点
に
お
い
て
要
介
護
４
ま
た

は
５
に
認
定
さ
れ
て
い
る
人
は
、
障
が
い

者
控
除
お
よ
び
特
別
障
が
い
者
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
人
は
、
確
定
申
告
の
際
に

「
三
豊
市
障
が
い
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」
が
必
要
で
す
。
介
護
保
険
課
ま
た
は

各
支
所
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
申
請
書
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

「
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
金
」「
若
者

の
住
宅
取
得
補
助
金
」「
空
き
家
バ
ン
ク

リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
金
」
の
い
ず
れ
か
を
申

請
し
、
交
付
決
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、

補
助
金
額
を
確
定
す
る
た
め
に
年
度
内
に

工
事
を
完
了
し
、
実
績
報
告
を
提
出
後
、

審
査
を
受
け
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
3

月
中
旬
ま
で
に
、
必
ず
報
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
そ
れ
ま
で
に
工
事
が
完
了
し
な

い
場
合
は
、
田
園
都
市
推
進
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

※
「
若
者
の
住
宅
取
得
補
助
金
」
の
対
象

者
は
、
建
物
の
保
存
登
記
日
か
ら
３
カ
月

以
内
に
、
必
ず
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▲

問い合わせ　　　　　観音寺税務署　☎25－2196
国税庁ホームページ　www.nta.go.jp

▲

問い合わせ　　　　　　市民課　☎73－3005　　　　
善通寺年金事務所　☎0877－62－1662

税務署からのお知らせ
くらし

　

確
定
申
告
は　
お
早
め
に

　

平
成
26
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
は

で
す
。
還
付
申
告
は
２
月
15
日
（
日
）
以

前
で
も
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
土
・
日
・

祝
日
は
税
務
署
で
の
相
談
お
よ
び
申
告
書

の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

納
付
の
期
限
は

で
す
。

　

ま
た
、
平
成
26
年
分
の
個
人
事
業
者
の

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告

は
、
申
告
・
納
付
と
も
３
月
31
日
（
火
）

が
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。
口
座
振
替
の

場
合
は
４
月
23
日
（
木
）
が
振
替
日
で
す
。

　

確
定
申
告
の
期
限
間
近
に
な
る
と
、
申

告
相
談
会
場
は
大
変
混
雑
し
、
長
時
間
お

待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
申
告

書
は
自
分
で
作
成
し
、
早
め
に
提
出
し
ま

し
ょ
う
。

　

な
お
、
平
成
49
年
分
ま
で
は
、
所
得
税

と
あ
わ
せ
て
復
興
特
別
所
得
税
を
申
告
・

納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
還
付

申
告
も
含
め
、
申
告
書
を
作
成
す
る
際
に

は
、
必
ず
「
復
興
特
別
所
得
税
額
」
欄
も

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
使
う
と

　
　
　

申
告
も
納
付
も
便
利
に

　

ｅ‐
Ｔ
ａ
ｘ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

国
税
に
関
す
る
申
告
や
納
税
な
ど
の
手
続

き
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

ｅ‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
使
う
と
、
税
務
署
に
行

か
な
く
て
も
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
申

告
書
を
作
成
し
、
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
な
ど

か
ら
ネ
ッ
ト
で
提
出
（
送
信
）
で
き
ま
す
。

３
月
16
日
ま
で
は
、
24
時
間
い
つ
で
も
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
が
可
能
で
す
。

　

ま
た
、
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収

票
な
ど
の
添
付
書
類
を
省
略
で
き
る
ほ
か
、

還
付
が
早
い
な
ど
メ
リ
ッ
ト
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
際
に
は
、
電
子

証
明
書
の
取
得
や
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

の
購
入
な
ど
、
事
前
準
備
が
必
要
で
す
。

　

に
せ
税
理
士
に　
ご
注
意
を

　

税
理
士
ま
た
は
税
理
士
法
人
の
資
格
を

持
た
な
い
人
が
税
務
書
類
の
作
成
や
具
体

的
な
税
務
相
談
を
行
う
、
い
わ
ゆ
る
「
に

せ
税
理
士
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

に
せ
税
理
士
行
為
は
、
税
理
士
法
に
違

反
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
行
為
を
見
つ
け

た
場
合
は
、
観
音
寺
税
務
署
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

市
が
所
有
し
て
い
る
次
の
土
地
を
、
公

募
に
よ
り
売
却
し
ま
す
。
購
入
を
希
望
す

る
人
は
管
財
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

国民年金のお知らせ

▲

申し込み・問い合わせ　管財課　☎73－3003
市有財産の売却について▲

問い合わせ　介護保険課　☎73－3017

▲

問い合わせ　田園都市推進課　☎73－3011

補助金の実績報告を　お忘れなく

くらし

２
月
16
日
（
月
）
〜
３
月
16
日
（
月
）

申
し
込
み
期
限　

３
月
31
日
（
火
）

現
金
納
付
の
場
合　

３
月
16
日
（
月
）

口
座
振
替
日　
　
　

４
月
20
日
（
月
）

募集

　

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

　
　
　
　

無
料
年
金
相
談

●
日
時　

２
月
10
日
（
火
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
場
所　

三
豊
市
役
所
西
館

●
持
っ
て
い
く
も
の　

年
金
手
帳
、
年
金
証
書
な
ど
の
ほ
か
、

相
談
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
も
の
。
代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状

お
よ
び
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　

街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

高
松
（
オ
フ
ィ
ス
）

　

☎
０
８
７
・
８
１
１
・
６
０
２
０

控除証明書専用ダイヤル

☎0570‐058‐555
受付期間は３月16日（月）まで

　月～金曜日
　　　午前９時～午後７時
　第２土曜日
　　　午前９時～午後５時

※祝日（第２土曜日を除く）は
　利用できません

くらし 要介護４、５の認定を受けている人へくらし

高　　松　　自　　動　　車　　道
さぬき豊中IC

●ゆめタウン三豊

●豊中中学校
コスモス●

マルナカ　
豊中店●

京屋呉服店●

三豊市役所
豊中支所
　 ●

●JA香川県豊中支店

至　高松

至　高瀬至　高瀬

至　観音寺

至　観音寺至　観音寺
本山駅

224

11

　　　　三豊市仁尾町仁尾字江尻丁152番7
　　　　宅地 　　　　262.96㎡（実測）
　　　　　2,419,000円

　　　　所在地
　　　　地　目 　　　　地　積
　　　　売却価格

三豊市豊中町本山甲字国繁1091番9
　　　　宅地 　　　　294.35㎡（実測）
　　　　　4,183,000円

所在地
　　　　地　目 　　　　地　積
　　　　売却価格

●仁尾中学校

ガソリンスタンド●

　 ●
三豊市役所
仁尾支所

　 ●
仁尾支所駐車場

●
仁尾郵便局

●墓地

至　観音寺

220

21

至
詫
間

至
三
野


